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※このお知らせは、医療費などを納めていただく請求書ではありません。

くなっている状態です。単に服用する薬の数が多いことではありません。

〒221-0045

「被保険者の支払った医療費の額」は、保険適用の医療費総額のうち、

ない場合がございます。

薬局の場合、「入通院等の日数・食事回数」欄は、薬を受けた回数を、

また訪問看護療養を受けた場合は訪問日数を示してあります。

「医療費の額・食事費の額」は、保険適用となる医療費総額です。皆様の

医療機関等での窓口負担のほか、保険者等が医療機関に支払った額の

合計。自由診療や差額ベッド代など保険適用外となるものは除かれます。

合には、別途通知されますので、それとあわせて確定申告をお

作成してください。

医師や薬剤師に処方されている薬の情報を把握してもらいましょう。

※多くの薬を服用しているために副作用を起こしたり、きちんと薬が飲めな

令和　４　年　２　月　１　日

国民健康保険医療費通知書
医療費のお知らせは、医療費の額等をお知らせすることにより、被保険者の皆さまに健康に対する意識や、国民健康保険制度
に対する認識を深めていただくために送付しています。

受診者ごとに月単位にまとめて記載してあります。

ただし、医療機関からの請求が遅れることなどで、該当月に記載され
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受けた高額療養費や医療費助成などを除いたものとなります。

皆様が医療機関等の窓口でお支払いになった額を１円単位で表示して

おります。なお、実際に医療機関等の窓口で支払う額は、10円単位で

端数処理を行っているため、領収書の額と異なる場合がございます。

（確定申告に使用する場合は、どちらの額で申告しても差し支えありま

せん。）

本医療費通知は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書 医療費控除の対象となる医療費は、医療機関窓口でご負担いた
の明細として使用することができます。 だいた「被保険者の支払った医療費の額」から、受診後、保険者

等や都道府県・市区町村から、申請等により償還（現金）払いをこの通知に記載されていない診療月に かかる医療費がある場

こうした償還（現金）払いや領収書の金額と異なる場合は、この
医療費通知にある「被保険者の支払った医療費の額」欄の右の

ないものは、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を 「訂正欄」に、控除した後の金額を、ご自身で記載し申告していた
なお、医療費控除の対象となる支出で、通知書に記載されてい
願 い し ま す 。

だくことになります。

保険料は皆さんの健康を守るためには、なくてはならないものです。必ず納付

医師の同意のない単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術は、療養費（保険 期限内に納めるようにしましょう。

診療を受けるときは、保険証を必ず提出しましょう。

交通事故などで医療機関にかかったときは、すぐ国民健康保険組合に届け

ポリファーマシー※を防ぐため、お薬手帳を一冊にまとめ、かかりつけの

診療）の対象になりません。

出 ま し ょ う 。

国民健康保険組合をやめたときは、保険証をすぐに返納しましょう。

医療費通知書（明細）の見方について
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医療費通知を活用した医療費控除申告に係る留意点について 医療費控除の申告に関することは、

税務署にお問い合わせください。
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正しい保険診療の受け方 保険料の納付について

皆様や家族の方々が病気やケガのため国民健康保険で診療を受けられた

場合、国民健康保険組合から医療機関等へ支払われる医療費は、皆様が

負担された保険料と国庫等からの補助金によってまかなわれています。

この貴重な保険料等を有効に使うためにも、定期的な健康診断（４０歳以上

からは特定健康診査）を受診し、健診結果に基づく保健指導を受けること

で自身の健康状態を把握しましょう。


